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県
職
員
の
給
与
と
人
事
委

員
会
勧
告

令
和

７
年
10

月

島
根

県
人
事

委
員

会
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県
職

員
の
給

与
決
定
の

原
則

と
人

事
委
員
会

勧
告

県
職

員
の
給
与
は
、
以
下
の
原
則
に

基
づ
き
決
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

職
員

の
給

与
は

、
職
務
と
責
任
に
応
ず
る
も
の

で
な

け
れ

ば
な

り
ま
せ
ん
。

（
地
方
公
務
員
法
第
2
4
条
第
１
項
）

職
員
の
給
与
は
、

・
生
計
費

・
国
及
び
他
の
地
方
公
共
団
体
の
職
員
の
給
与

・
民
間
事
業
の
従
業
員
の
給
与

・
そ
の
他
の
事
情

を
考
慮
し
て
定
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

（
地
方
公
務
員
法
第
2
4
条
第
２
項
）

職
員

の
給

与
、

勤
務

時
間

そ
の

他
の

勤
務

条
件

は
条

例
で

定
め

、
ま

た
、

職
員

の
給

与
は

法
律

又
は

こ
れ

に
基

づ
く

条
例

に
基

づ
か

な
い

限
り

支
給

す
る

こ
と

が
で

き
ま

せ
ん

。

（
地

方
公

務
員

法
第
2
4
条

第
５

項
等

）

職
務

給
の

原
則

均
衡

の
原

則
条

例
主

義

公
務

員
は
、
争
議
権
や
団
体
交
渉
権
な
ど
の
労
働
基
本
権
の
一
部
が
制
限
さ
れ
て
お
り
、
民
間
企

業
の

従
業

員
の

よ
う

に
、

労
使

交
渉

を
通

じ
て

給
与
を
決
定
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

こ
の

労
働
基
本
権
の
制
約
の
代
償
措
置
と
し
て
、
人
事
委
員
会
勧
告
制
度
が
設
け
ら
れ
て
い
ま
す

。

【
情

勢
適

応
の

原
則
】

１
地

方
公

共
団

体
は

、
こ

の
法

律
に

基
づ

い
て

定
め

ら
れ

た
給

与
、

勤
務

時
間

そ
の

他
の

勤
務

条
件

が
社

会
一

般
の

情
勢

に
適

応
す

る
よ

う
に

、
随

時
、

適
当

な
措

置
を

講
じ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
２

人
事

委
員

会
は

、
随

時
、

前
項

の
規

定
に

よ
り

講
ず

べ
き

措
置

に
つ

い
て

地
方

公
共

団
体

の
議

会
及

び
長

に
勧

告
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

（
地

方
公

務
員

法
第

1
4
条

）

（
給

料
表

に
関

す
る
報
告

及
び

勧
告

）
人

事
委

員
会

は
、

毎
年

少
な

く
と

も
一

回
、

給
料

表
が

適
当

で
あ

る
か

ど
う

か
に

つ
い

て
、

地
方

公
共

団
体

の
議

会
及

び
長

に
同

時
に

報
告

す
る

も
の

と
す

る
。

給
与

を
決

定
す

る
諸

条
件

の
変

化
に

よ
り

、
給

料
表

に
定

め
る

給
料

額
を

増
減

す
る

こ
と

が
適

当
で

あ
る

と
認

め
る

と
き

は
、

あ
わ

せ
て

適
当

な
勧

告
を

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
（

地
方

公
務

員
法

第
2
6
条

）

人
事

委
員

会
勧

告
の
位
置

付
け
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（
注
）
　
構
成
比
に
つ
い
て
は
、
小
数
点
以
下
１
位
未
満
の
端
数
は
四
捨
五
入
し
た
た
め
、
合
計
が
1
0
0
に
な
ら
な
い
場
合
が
あ
る
。

給
与

勧
告

の
対

象
職

員

令
和
７

年
４
月
１
日
現
在
の
人
事
委
員
会
の
給
与
勧
告
対
象
職
員
（
再
任
用
職
員
及
び
休
職

者
等
を
除
く
。
）
は
、
11
,6
19
人
で
す
。
こ
の
う
ち
、

一
般
行
政

事
務
を
行
っ
て
い
る
行
政
職
給
料
表
適
用
職
員
は
、
3,
66
2人

で
全
体
の
31
.5
％
を
占

め
て
い
ま
す
。

ま
た
、

小
・
中
学
校
等
、
高
等
学
校
及
び
特
別
支
援
学
校
の
教
員
で
あ
る
教
育
職
給
料
表
適

用
職
員
が
合
わ
せ
て
5,
99
2人

（
全
体
の
51
.6
％
）
、

警
察
官
で

あ
る
公
安
職
給
料
表
適
用
職
員
が
1,
44
9人

（
全
体
の
12
.5
％
）
と
な
っ
て
い
ま
す
。

行
政

職
3
1
.
5
%

公
安

職
1
2
.
5
%

高
等

学
校

等

教
育

職
1
6
.
5
%

中
学

校
・

小
学

校
等

教
育

職
3
5
.
1
%

海
事

職
・

研
究

職
・

医
療

職
4
.
4
%

（
単

位
：

人
）

給
料

表
の

区
分

職
員

の
例

職
員

数

 行
政

職
給

料
表

 一
般

行
政

職
員

3
,
6
6
2

 公
安

職
給

料
表

 警
察

官
1
,
4
4
9

 海
事

職
給

料
表

 試
験

船
、

実
習
船

等
に

乗
り

組
む

船
員

4
3

 研
究

職
給

料
表

 試
験

場
、

研
究
所

に
勤

務
す

る
研

究
員

2
2
7

 医
療

職
給

料
表

(1
)

 保
健

所
等

に
勤
務

す
る

医
師

、
歯

科
医

師
5
9

 医
療

職
給

料
表

(2
)

 保
健

所
等

に
勤
務

す
る

薬
剤

師
、

栄
養

士
、

獣
医

師
等

9
5

 医
療

職
給

料
表

(3
)

 保
健

所
等

に
勤
務

す
る

保
健

師
、

看
護

師
等

9
2

 高
等

学
校

等
 教

育
職

給
料

表
 高

校
、

特
別

支
援

学
校

に
勤

務
す

る
教

育
職

員
1
,
9
1
3

 中
学

校
・

小
学

校
等

 教
育

職
給

料
表

 小
・

中
学

校
等
に

勤
務

す
る

教
育

職
員

4
,
0
7
9

計
1
1
,
6
1
9

※
上

記
職

員
の
他

に
、
人

事
委
員

会
の
給

与
勧
告

の
対
象

外
職
員

と
し
て

、
公

営
企
業

（
病
院

局
、
企

業
局
）

職
員
が

1,
3
69

人
在

職
し
て

い
る
。
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(
給

与
条

例
の

改
正

）
（

勧
告

の
取

扱
い

決
定

）

給
料

表
、
手

当
の
改

定
内
容
を

決
定

民
間
企
業
従
業
員
の
給
与
の
調
査

（
企
業

規
模

5
0人

以
上

か
つ
事

業
所

規
模

5
0人

以
上

）
【
対
象
と
な
る
県
内
2
40
事
業
所
か
ら
1
30
事
業
所
を
無
作
為
抽
出
】

※
職

員
給

与
と

の
比

較
に

用
い

る
調

査
結

果
は

企
業

規
模

1
0
0
人

以
上

か
つ

事
業

所
規

模
5
0
人

以
上

の
事

業
所

に
お

け
る

も
の

人
事

委
員

会
勧

告県
職
員
の
給
与
の
調
査

（
約

1
1
,
70
0
人

が
対

象
）

民
間
企
業
従
業
員
（
事
務
・
技
術
）
と
職
員
（
行
政
職
）
と
の
給
与
を
比
較

役
職

段
階
、

学
歴
、

年
齢
を
同

じ
く

す
る

者
同
士

を
比
較

（
ラ

ス
パ
イ

レ
ス
方

式
）

県
議

会

情
勢

適
応
の

原
則

知
事

条
例

案
提
出

事
業

所
別
調

査
個

人
別

調
査

給
与

改
定
等

の
状

況
ボ

ー
ナ

ス

民
間

の
特
別

給
の

年
間

支
給
割

合
と
の

比
較

個
人

別
調
査

４
月

分
給
与

（
行

政
職
約

3
,
5
00
人

）

４
月

分
給
与

（
約

3
,
9
00
人

を
対

象
）

人
事

委
員

会
勧

告
の

手
順

島
根
県
人
事
委
員
会
で
は
、
県
職
員
と
県
内
の
民
間
企
業
従
業
員
の
４
月
分
給
与
（
月
例
給
）
を
調
査
し
た
上
で
、
精
密
に
比
較
し
、
そ
の

結
果
得
ら
れ
た
較
差
等
に
基
づ
き
勧
告
を
行
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
特
別
給
に
つ
い
て
も
、
民
間
の
特
別
給
（
ボ
ー
ナ
ス
）
の
過
去
１
年
間
の
支
給
実
績
を
精
確
に
把
握
し
、
民
間
の
年
間
支
給
割
合
と

職
員
の
特
別
給
（
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
）
の
年
間
支
給
月
数
を
比
較
し
て
勧
告
を
行
っ
て
い
ま
す
。

<
前

年
８

月
か

ら
当

年
７

月
ま

で
>
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民
間

給
与
と

の
比
較
方

法
（

１
）

Ａ
社

と
Ｂ

社
の

年
齢

別
賃

金
で

は
、

ど
の

年
齢

で
も

Ｂ
社

の
方

が
１

万
円

高
い

に
も

か
か

わ
ら

ず
、

人
員

構
成

の
違

い
か

ら
、

平
均

賃
金

で
は

Ａ
社

の
方

が
高

く
な

っ
て

い
ま

す
。

Ａ
社

の
人

員
構

成
に

よ
っ

て
比

較
す

る
と

、
Ｂ

社
の

賃
金

は
平

均
で

3
1
.
0
万

円
と

な
り

、
Ａ

社
は

Ｂ
社

に
比

べ
て
1
.
0
万

円
（

3
.
3
％

）
低

く
な

り
ま

す
。

ラ
ス

パ
イ

レ
ス

比
較

の
例

単
純

平
均

値
で

比
較

し
た

場
合

の
例

県
職

員
と

民
間

企
業

従
業

員
で

は
、

そ
れ

ぞ
れ

役
職

段
階

、
年

齢
、

学
歴

な
ど

の
人

員
構

成
が

異
な

っ
て

お
り

、
こ

の
よ

う
に

異
な

る
集

団
間

で
の

給
与

の
比

較
を

行
う

場
合

に
は

、
そ

れ
ぞ

れ
の

集
団

に
お

け
る

単
純

な
給

与
の

平
均

値
を

比
較

す
る

こ
と

は
適

当
で

は
あ

り
ま

せ
ん

。

こ
の

た
め

、
県

職
員

と
民

間
企

業
従

業
員

の
給

与
を

比
較

す
る

際
に

は
、

ラ
ス

パ
イ

レ
ス

方
式

に
よ

る
比

較
を

行
っ

て
い

ま
す

。

Ａ
社

も
Ｂ

社
も

同
じ

人
員

構
成

と
し

て
比

較

年
齢

人
数

平
均

賃
金

年
齢

人
数

平
均

賃
金

2
0
歳

2
0
人

2
0
万

円
2
0
歳

3
0
人

2
1
万

円

3
0
歳

2
0
人

3
0
万

円
3
0
歳

2
0
人

3
1
万

円

4
0
歳

2
0
人

4
0
万

円
4
0
歳

1
0
人

4
1
万

円

合
計

6
0
人

平
均

3
0
.
0
万

円
合

計
6
0
人

平
均

2
7
.
7
万
円

〔
Ｂ

社
〕

〔
Ａ

社
〕

年
齢

人
数

平
均
賃
金

2
0
歳

2
0
人

2
1
万

円

3
0
歳

2
0
人

3
1
万

円

4
0
歳

2
0
人

4
1
万

円

合
計

6
0
人

平
均

3
1
.
0
万

円

Ａ
社

の
人

員
構

成
に

合
わ

せ
た

場
合

の
Ｂ

社
の

賃
金
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民
間

給
与

と
の

比
較

方
法

（
２

）

月
例

給
の

県
職

員
給

与
と

民
間

給
与

と
の

比
較

（
ラ

ス
パ

イ
レ

ス
比

較
）

に
当

た
っ

て
は

、
県

職
員

に
民

間
の

給
与

額
を

支
給

し
た

と
す

れ
ば

、
こ

れ
に

要
す

る
支

給
総

額
が

、
現

に
支

払
っ

て
い

る
支

給
総

額
に

比
べ

て
ど

の
程

度
差

が
あ

る
か

を
算

出
し

て
い

ま
す

。

22
・
23

歳
5
8・

59
歳

大
卒

１
級
（

主
事
･技

師
)

行
政
職

（
役

職
段

階
）

（
学

歴
）

（
年

齢
階

層
）

22
・
23

歳

（
仕

事
の

種
類

）

県
職

員
行
政

職
１

級
（
主

事
・
技

師
）

大
卒

22
・
23

歳
の
平

均
給
与

●
●

●
●
円

民
間

事
務

･技
術
職

係
員

大
卒

22
・
23

歳
の
平

均
給
与

■
■

■
■
円

【
県
職

員
】

【
民

間
】

１
．

県
職

員
と

民
間

の
職

種
･役

職
段

階
･学

歴
･年

齢
を

同
じ

く
す

る
者

の
平

均
給

与
を

算
出

5
8・

59
歳

中
卒

大
卒

中
卒

９
級

（
部

長
)

係
員

支
店
長

･工
場
長

事
務
･技

術
職

※
公
務

と
民

間
の

役
職

の
対

応
関
係

は
、

企
業

規
模

に
応

じ
て

設
定

（
右

図
参

照
）

【
県

職
員
に
民
間
の
給
与
を
支

給
し
た
場
合

の
総
額
(Ｂ

)】

民
間

（
学

歴
・

年
齢

別
）

平
均

給
与

×
県

職
員

数
係

員
係

員

比
較

２
．
１

で
算

出
し

た
県
職

員
及
び

民
間
の

平
均
給

与
の
そ

れ
ぞ
れ

に
、
県

職
員

数
を

乗
じ

た
総

額
を

算
出
し

、
両
者

の
水
準

を
比
較

【
県

職
員
に

支
給
さ
れ

て
い
る
給
与

総
額
(
Ａ
)
】

企
業

規
模

5
0
0
人

以
上

1
0
0
人

以
上

5
0
0
人

未
満

上
記

の
総
額

(Ａ
)
÷

県
職

員
総
数

＝
36

1
,7

73
円
(
ａ
)

上
記

の
総
額

(Ｂ
)
÷

県
職

員
総
数

＝
37

3
,6

79
円
(
ｂ
)

県
職

員
給

与
と

民
間

給
与

と
の

較
差

（
ｂ

－
ａ

）
＝
11

,9
06

円
（
3.

2
9
％

）

１
級

主
事
･
技

師

県
職

員
（

学
歴

･
年
齢

別
）

平
均
給

与
×

県
職

員
数

２
級

主
任

主
事

主
任

技
師

県
職

員
（

学
歴

･年
齢
別

）
平

均
給

与
×
県

職
員

数
主

任
主

任
民

間
（
学

歴
・

年
齢

別
）

平
均

給
与

×
県

職
員

数

３
級

係
長

・
主

任

県
職

員
（

学
歴
･
年

齢
別
）

平
均

給
与

×
県

職
員

数
係

長
係

長
民

間
（

学
歴
・

年
齢

別
）

平
均

給
与
×

県
職

員
数

４
級

係
長

県
職

員
（

学
歴

･
年

齢
別

）
平

均
給
与

×
県

職
員

数
係

長
課

長
代

理
民

間
（

学
歴
・

年
齢

別
）

平
均

給
与
×

県
職

員
数

５
級

課
長

補
佐

県
職

員
（

学
歴

･
年

齢
別

）
平

均
給
与

×
県

職
員

数
課

長
代

理
課

長
民

間
（
学

歴
・

年
齢

別
）

平
均
給

与
×

県
職

員
数

６
級

課
長

県
職

員
（

学
歴

･
年

齢
別

）

平
均

給
与

×
県

職
員

数
課

長
代

理
課

長
民

間
（
学

歴
・

年
齢

別
）

平
均
給

与
×

県
職

員
数

７
級

課
長

県
職

員
（

学
歴

･
年

齢
別

）

平
均

給
与

×
県

職
員

数
課

長

支
店

長
・

工
場

長

部
長

部
次

長

民
間

（
学

歴
・

年
齢

別
）

平
均
給

与
×

県
職

員
数

８
級

次
長

県
職

員
（

学
歴

･
年

齢
別

）

平
均

給
与

×
県

職
員

数
課

長

支
店

長
・

工
場

長

部
長

部
次

長

民
間

（
学

歴
・

年
齢

別
）

平
均
給

与
×

県
職

員
数

９
級

部
長

県
職

員
（

学
歴

･
年

齢
別

）
平

均
給
与

×
県

職
員

数

支
店

長
・

工
場

長

部
長

部
次

長

民
間

（
学

歴
・

年
齢

別
）

平
均
給

与
×

県
職

員
数
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改

定
額

（
１

１
，

９
０

４
円

）

県
職

員
給
与
を
県
内
民
間
給
与
水
準
と
均
衡
さ
せ
る
た
め
、
給
料
表
の
引
上
げ
改
定
を
行
う
こ
と
と
し
ま
し
た
。

ラ
ス
パ
イ
レ
ス
比
較
後
の

民
間

給
与

（
※

）

３
７

３
，
６

７
９
円

県
職

員
給

与

３
６

１
，
７

７
３
円

較
差

１
１
，
９
０
６
円

比
較

給
料

１
１
，
７
２
３
円

（
注
）

諸
手
当

と
は

「
は
ね

返
り

分
」

を
い

う
。

「
は

ね
返

り
分

」
は
、

特
地

勤
務

手
当

等
の

よ
う
に

給
料

の
一

定
割

合
で
手

当
額

が
定

め
ら

れ
て

い
る

も
の

が
給

料
の

改
定
に

伴
い

手
当

額
が

増
減

す
る

分
を

い
う

。

諸
手
当

（
注
）
１
２
８
円

民
間

給
与

と
の

較
差

に
基

づ
く

給
与

改
定

※
民

間
給

与
の

単
純

平
均

で
は

な
く

、
ラ

ス
パ

イ
レ

ス
比

較
（

前
頁

参
照

）
に

よ
り

算
出

し
た

民
間

給
与

額

～
県

職
員

の
人

員
構

成
（

職
種

、
役

職
段

階
、

学
歴

、
年

齢
）

と
同

じ
人

員
構

成
の

民
間

企
業

で
あ

れ
ば

い
く

ら
の

給
与

が
支

払
わ

れ
る

か
を

算
出

し
た

も
の

～

特
地
勤
務
手
当
等

５
３
円
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（
１

：
令

和
７

年
４

月
１

日
か

ら
実

施
、

２
：

令
和

７
年

1
2
月

１
日

か
ら

実
施

）

・
　
県
内
民
間
給
与
と
の
較
差
（
3
.
2
9
%
）
を
埋
め
る
た
め
、
給
料
表
を
引
上
げ

・
　
人
事
院
が
勧
告
し
た
俸
給
表
を
も
と
に
、
本
県
の
公
民
較
差
を
考
慮
し
、

　
　
若
年
層
に
重
点
を
置
き
つ
つ
、
そ
の
他
の
職
員
に
お
い
て
も
昨
年
を
上
回
る
引
上
げ
改
定

・
民
間
の
支
給
状
況
に
見
合
う
よ
う
、
支
給
月
数
を
0
.
1
0
月
分
引
き
上
げ
、
4
.
5
0
月
に
改
定
（
現
行
4
.
4
0
月
）

・
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
の
配
分
は
、
国
の
支
給
割
合
と
の
均
衡
を
考
慮

本
年

の
給

与
勧

告
の

ポ
イ

ン
ト

２
期

末
手

当
及
び
勤

勉
手

当

※
勧
告
後
の
平
均
年
間
給
与
（
行
政
職
）

6
,1
8
8,
5
84

円
（
勧
告
前
と
の
差

2
36
,
12
5
円
）

１
月

例
給

月
例

給
、

期
末

手
当

及
び

勤
勉

手
当

（
ボ

ー
ナ

ス
）

と
も

に
引

上
げ
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県
職

員
（

行
政

職
）

の
モ

デ
ル

給
与

例

 
 
 
 
月

額
（

円
）

年
間

給
与

（
千

円
）

 
 
 
 
月

額
（

円
）

年
間

給
与

（
千

円
）

1
8
歳

（
高

校
卒

業
程

度
初

任
給

）
1
8
8
,
8
4
0

3
,
0
9
7

2
0
1
,
6
2
1

3
,
3
2
7

2
3
0

2
2
歳

（
大

学
卒

業
程

度
初

任
給

）
2
2
0
,
9
8
3

3
,
6
2
4

2
3
3
,
5
3
1

3
,
8
5
3

2
2
9

主
任

主
事

・
主

任
技

師
2
5
歳

2
4
0
,
0
6
8

3
,
9
3
7

2
5
1
,
9
5
1

4
,
1
5
7

2
2
0

3
0
歳

2
7
6
,
5
3
0

4
,
5
9
6

2
8
8
,
0
8
8

4
,
8
1
8

2
2
2

3
5
歳

3
0
0
,
2
3
6

4
,
9
9
0

3
1
1
,
3
4
1

5
,
2
0
7

2
1
7

4
0
歳

3
4
5
,
6
3
8

5
,
8
2
1

3
5
7
,
1
4
1

6
,
0
5
4

2
3
3

4
5
歳

3
7
0
,
6
4
9

6
,
2
4
2

3
8
2
,
1
0
5

6
,
4
7
7

2
3
5

課
長

補
佐

5
0
歳

3
9
3
,
5
5
1

6
,
6
2
7

4
0
5
,
3
5
7

6
,
8
7
1

2
4
4

課
長

5
5
歳

4
7
8
,
4
3
3

7
,
8
2
6

4
9
0
,
6
8
1

8
,
0
8
3

2
5
7

部
長

5
8
歳

6
4
9
,
7
1
1

1
1
,
1
1
0

6
6
5
,
8
1
1

1
1
,
4
8
4

3
7
4

　
　

　
２

　
年

間
給

与
は

、
給

与
月

額
の

1
2
か

月
分

及
び

期
末

手
当

及
び

勤
勉

手
当

を
合

算
し

た
も

の

　
　

　
３

　
各

職
務

段
階

・
年

齢
に

お
い

て
最

も
職

員
数

の
多

い
号

給
を

モ
デ

ル
対

象
と

し
た

年
間

給
与

額
の

差
　

　
　

　
（

千
円

）

（
注

）
１

　
給

与
月

額
は

、
給

料
及

び
管

理
職

手
当

を
基

礎
に

算
出

職
務

段
階

年
齢

主
任

改
　

定
　

後
改

　
定

　
前

係
長

主
事

・
技

師
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最
近

の
給

与
勧

告
の

状
況

（
行

政
職

）

月
例

給

公
民

較
差

（
率

）
年

間
支

給
月

数
対
前

年
比

増
減

平
成

2
7
年

0
.
2
7
%

3
.
9
0
月

0
.
1
0
月

平
成

2
8
年

0
.
1
0
%

3
.
9
5
月

0
.
0
5
月

平
成

2
9
年

0
.
1
3
%

4
.
0
5
月

0
.
1
0
月

平
成

3
0
年

0
.
1
5
%

4
.
1
0
月

0
.
0
5
月

令
和

元
年

0
.
1
1
%

4
.
1
5
月

0
.
0
5
月

令
和

２
年

勧
告
な

し
4
.
1
0
月

△
0
.
0
5
月

令
和

３
年

勧
告
な

し
4
.
0
0
月

△
0
.
1
0
月

令
和

４
年

0
.
3
5
%

4
.
1
5
月

0
.
1
5
月

令
和

５
年

1
.
0
3
%

4
.
3
0
月

0
.
1
5
月

令
和

６
年

2
.
6
5
%

4
.
4
0
月

0
.
1
0
月

令
和

７
年

3
.
2
9
%

4
.
5
0
月

0
.
1
0
月

（
注

）
　

平
成

2
7
年

の
月

例
給

に
つ

い
て

は
、

水
準

改
定

以
外

に
、

給
与

制
度

の
総

合
的

見
直

し
に

よ
る

　
　

　
給

料
表

の
水

準
の

引
下

げ
（

平
均

△
2
％

）
あ

り
。期

末
手

当
及
び

勤
勉
手

当
（

ボ
ー

ナ
ス

）
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